
 

（意見提出等の経過） 

 

【意見１】3/19（火）0 時 15 分 

・chitai@town.horonobe.lg.jp 宛て電子メールにより意見提出あり 

・差出人："タブ・レット"t60761877@gmail.com 

・内容 

住民生活課地域対策係 様 

Public consultation を送ります 

 

パブ リック・コメントが「正当化の儀式」となり、結果を募集し公表することの

みが説明責任 の履行を果たしたような状態に陥ることのないよう願います。 

 ・提出物： 

   ①意見提出用紙 

・住所：記載なし 

・氏名：匿名 

    ・意見記入欄 

・匿名であっても意見にはかわらない。 

・アンケートや聞き取り調査も町民以外にしている。 

   ②町ＨＰで公表している PDF ファイル「幌延町地域公共交通計画（案）」 

・電子データに意見や疑問等のテキスト貼り付け（別添のとおり） 

・２７件 

【対応１】 

 ・幌延町まちづくり町民参加条例第１２条第４項の規定「意見を提出する町民は、住所、氏名等を明

らかにしなければなりません」により、当該意見は、住所氏名を明らかにしていない意見である

ため無効とする 

 ・意見は無効ではあるものの、意見に対する町の考え方を「意見の内容及び意見に対する回答（要件

を具備せず無効）」として整理し保管する（非公開） 

 ・意見は無効であるため計画案は修正しないが、今後の計画を推進するための参考とする 

 ・意見提出者に配慮し、町ＨＰでは「要件を具備しないため無効となった意見（１名２７件）につい

ては、今後の計画推進にあたって参考とします」と記載し公表する 

 

○3/28 

・「幌延町地域公共交通計画（案）」のパブリックコメントの結果について」内部決裁 

・意見なしとして町ホームページ等において公表（3/29） 

○3/29 

 ・「幌延町地域公共交通計画」確定 

資料３-３ 


